
京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月３０日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第７ １使用料の欄中「５００」を「５３０」に、「１，７９０」を「１，９００」

に、「２，９９０」を「３，１７０」に、「２，３９０」を「２，５４０」に、「１，９７ 

           「          「 

０」を「２，０９０」に、 

１，８３５  

を 

１，８３５  

に、「１８０」を 

２，２５０  ２，３９０  

                    」          」 

「１９０」に、「２，７８０」を「２，９５０」に、「１，０４０」を「１，１００」に、 

「    「    

 ５９０   

を 

 ７９０   

に、「６００」を「６４０」に改める。 
 ５９０    ６５０   

  」    」  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

（中央卸売市場第一市場） 
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